
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

現

行

計画期間 令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度（10 年間）

 年度 令和 3（2021）年度 令和 7（2025）年度 令和 12（2030）年度

 
耐震化率

現状 

83％

中間目標 

95％

最終目標 

概ね解消

 
見

直

し

計画期間 令和 3（2021）年度～令和 17（2035）年度（15 年間）

 年度 令和 3（2021）年度 令和 7（2025）年度 令和 12（2030）年度 令和 17（2035）年度

 
耐震化率

当初 

83％

現状 

87％

中間目標 

95％

最終目標 

概ね解消

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1　見直しの背景 

尾張旭市建築物耐震改修促進計画（改定版）【概要】

⑴　国 

・住宅の耐震化率は平成 15（2003）年から 5年毎に 3～5%の伸び率で進捗しているものの、令

和 12（2030）年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消の目標達成は難しい状況。 

・令和 17（2035）年までに耐震性が不十分なものを概ね解消として「耐震改修促進法に基づく

基本方針」の見直し 

⑵　愛知県 

・国同様、令和 12（2030）年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消の目標達成は難しい状況 

・目標年次を令和 17（2035）年度として、耐震性が不十分な建築物等のおおむね解消を目標と

した「愛知県建築物耐震改修促進計画（あいち建築減災プラン 2035）」を策定

2　国・県の動向 

3　市の方針 

４　実現に向けた方策 

・国や県同様、令和 12（2030)年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消の目標達成は難しい

状況であるため、計画期間及び目標年次について見直し、引き続き耐震化・減災化に向けて、

耐震化の促進を目指します。

・現行計画の策定から５年が経過し、計画で掲げた目標の達成状況及び進捗状況を確認 

・国の基本方針の改正や県計画の改訂の動向を踏まえ、国、県との整合を図りつつ、建築物の

耐震化を一層推進するため、本計画の中間見直しを実施 

　⑴　計画期間 

　【現　行】令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間 

　　【見直し】令和 3（2021）年度から令和 17（2035）年度までの 15 年間 

　⑵　耐震化率の目標年次 

　　【現　行】（中間目標）令和 7（2025）年度までに 95％ 

（最終目標）令和 12（2030）年度までに概ね解消 

　　【見直し】（中間目標）令和 12（2030）年度までに 95％ 

　　　　　　 （最終目標）令和 17（2035）年度までに概ね解消 

【拡充】重点区域の耐震化の促進

民間非木造住宅の耐震診断の促進

民間非木造住宅の耐震改修費の補助

耐震化の普及・啓発活動の推進

民間木造住宅の耐震診断の促進

民間木造住宅の耐震改修費の補助

【拡充】代理受領制度

低コスト耐震改修工法の情報提供

【拡充】民間木造住宅の除却費の補助

民間木造住宅の段階的耐震改修費の補助

耐震シェルター整備費の補助

家具転倒防止策の周知

ブロック塀の安全確保の推進

住
宅
の
耐
震
化
の
促
進

住
宅
の
減
災
化
の
促
進

緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の促進

民間建築物の耐震化に対する啓発の促進

災害応急対策に必要な施設の耐震化の促進

建
築
物
の
耐
震
化
の
促
進

建築物外壁等設置広告物の転落防止

エレベーターの安全対策

窓ガラス・天井の落下防止対策

建
築
物
の
減
災
化
の
促
進

重点的に取り組む施策 耐震化・減災化に向けた総合的な施策

・例年行っているダイレクトメールを継続的に行うと
共に、住宅所有者だけでなく、子や孫の世代にも関心
が広がるよう、家族が集まる時期に合わせて情報を届

けるなど、より効果的な啓発方法を検討します。

建築相談の開催

・除却に必要だった従来の耐震診断の代わりに「容易

な耐震診断」を活用することで、危険性の高い住宅の
除却を進めやすくします。

【新規】精度の高い設計の促進

【新規】実物展示を通じた耐震・減災意識の向上

・新たな補助制度として、「精密診断法」に基づく耐震
改修設計に要する費用への補助を検討します。 

・耐震シェルターや防災ベッドの実物展示を行い、市

民が直接見る機会を設け、地震への危機意識を高めま
す。

・耐震改修を行う際に利用できる固定資産税の減額措

置や所得税控除などの優遇措置について分かりやす
く周知します。 


